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確かに大きな会場で自分だけのことについて質問をするのはなかなか気が引けますし、で
もこんな場合はどうなの？と聞きたいことはそれぞれにたくさんお持ちなのだろうとひしひ
しと感じました。個別の状況に合わせて、よいタイミングに法人後見が利用できれば理想的
なのだろうと思います。そのためには、きめ細やかな地域連携、情報交換をしながら、その
人にとって必要な段階（もしかしたら、家族の任意後見かもしれませんし、遺言かもしれま
せんし）を総合的に考えながら支援していけることが望ましいですね。（髙橋真佐子）
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特集：第36回福祉大会
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「横浜市心身障害児者を守る会連盟

第36回福祉大会 行ってきました」

我がつぼみの須田理事が、「法人後
見と申立支援」について講演を行うと
のことでしたので、私もすかさず現地

潜入レポートです。

親なきあとを心配される皆さまに
とっては切実なお話、貴重な情報の
一つであったろうと思います。

後から、もっと個別に勉強会を
やってもらいたいとの声も寄せられ
たとのこと。

【お知らせ】

今年度WAM助成事業の報告書を「後見つぼみ物語 2022」と題して冊子にする予定です。

法人後見自己評価は、別冊にする予定です。



法人後見自己評価
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国の第二期基本計画策定に当たって行われたのパブリックコメントに、当法人から評価
導入の意見を提出しました。
厚生労働省は、今、モデル事業の中で法人後見自己評価を新規提案しています。

そこで、当法人では、法人内に自己評価委員会（３人）を設置し、WAM助成事業の一環
として厚生労働省の説明に沿った独自の評価領域、評価項目、評価基準を定め、評価票
を作成しました。それに基づき評価委員会で自己評価を実施しました。
今、評価結果を製本にする作業を進めています。
なお、厚生労働省の説明とは、令和3年9月9日に最高裁家庭局が示した「法人を選任す

る際の考慮要素」を指しています。その考慮要素とは、①法人の事業の種類及び内容、
②法人の財政基盤、③後見等事務を遂行する能力、④本人との利害関係の四つです。
そこで、つぼみの評価票では、①法人運営、②財政基盤、③実施能力、④利害関係の四
つの評価領域を定め、自己評価を実施しました。

評価票では、四つの領域で評価基準、評価項目
を定めそれぞれの評価着眼点とその確認資料を定
めています。コメント欄では、判断した理由を詳
細に書きました。

評価実施は、福祉サービスの第三者評価調査

員の経験のある中田、山野上、須田のそれぞれ
が行い、評価委員会版としてまとめました。



横浜市中期計画その１
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戦略２の政策10 地域の支えあいの推進の現状と課題について（45ページ）

意見１
最後に次の二つを加筆してはどうか。
１.「体制づくりを一層推進」を「体制づくり、風土づくりを一層推進」
２.また、認知症高齢者など判断能力の不十分な人への総合的な権利擁護支援策が必要です。

理由 現状と課題に掲げられ、次の主な施策に繋がるからです。

＜横浜市回答＞
ご意見の趣旨につきましては、政策10「地域の支えあいの推進」に関するものとして、
参考にさせていただきます。

戦略２の政策10 主な施策 ４身近な地域における権利擁護の推進について（46ページ）

意見２ 文中、「買い物等の日常的な意思決定を支援する」は、「自律性・意思・好みを
尊重する支援付き意思決定事業」としてはどうか。

理由 2022年9月9日付で明らかになった国連障害者権利条約に基づく日本に対する初の勧
告では、障害者の自律性・意思・好みを尊重する支援付き意思決定メカニズムを確立する
となっているからです。
（Establish supported decision-making mechanisms that respect autonomy, will and 
preferences）

＜横浜市回答＞
ご意見の趣旨につきましては、素案の政策13「障害児・者の支援」に含まれていると考
えております。ご意見も踏まえながら、着実に計画を推進してまいります。

意見３ 同じく、「区社協あんしんセンター」は、「日常生活自立支援事業や横浜市障害
者後見的支援事業」とすべきではないか。

理由 主な施策であって、実施する機関名ではないからです。また、日常生活自立支援事
業だけでなく横浜市障害者後見的支援事業もこれに合致する施策のひとつです。

＜横浜市回答＞
ご意見につきましては、政策10「地域の支えあいの推進」の主な施策4「身近な地域に
おける権利擁護の推進」に関するものとして、参考にさせていただきます。

横浜市中期計画に対して６項目のパブリックコメントを提出、横浜市の回答がありま

した。何ともはや、木で鼻を括ったような回答でした。



横浜市中期計画その２

意見４ 同じく、「相続や各種申請手続き等の法律行為を支援する」は、「身上保護や財産管
理を行う」とすべきではないか

理由 法律行為を支援するでも誤りではないが、一般的な説明では「身上保護や財産管理を行
う」と説明しています。現に、横浜市・横浜市社協発行の「ご存知ですか 成年後見制度」で
もそのように説明しています。

＜横浜市回答＞
ご意見につきましては、政策10「地域の支えあいの推進」の主な施策4「身近な地域における

権利擁護の推進」に関するものとして、参考にさせていただきます。

意見５ 同じく、「地域で権利擁護を担う市民後見人」は、「地域で権利擁護を担う市民後見
人・法人後見」とすべきではないか。

理由 大都市では、市民後見人と法人後見を並列で養成、育成しているからです。地域で権利
擁護を担う実態にも合致します。第4期横浜市地域福祉保健計画でも「法人後見の普及・啓発事
業」と「市民後見人養成・活動支援事業」としています。また、2022年3月25日に閣議決定した
国の第二期基本計画を見ても、優先して取り組む事項として、「市民後見人の育成、活躍支
援」と「法人後見の担い手の育成」としています。

＜横浜市回答＞
ご意見につきましては、政策10「地域の支えあいの推進」の主な施策4「身近な地域における
権利擁護の推進」に関するものとして、参考にさせていただきます。

意見６ 施策指標として区社協あんしんセンター契約終了者数のうち成年後見制度利用移行者
数を掲げていますが、日常生活自立支援事業利用者数や成年後見制度利用者数、区長申立件数、
成年後見制度利用支援事業利用者数、横浜市後見的支援事業登録者数などを掲げる方がベター
ではないか。

理由 身近な地域における権利擁護の推進の指標ですから、区社協あんしんセンター契約終了
者数のうち成年後見制度利用移行者数を掲げてもほとんど意味がないからです。

＜横浜市回答＞
ご意見のとおり、権利擁護の推進に係る取組は多岐にわたると認識しています。

横浜市社会福祉協議会が実施する様々な取組のうち、必要な方を適切に成年後見制度に
つないでいくための一つの指標として設定させていただきました。 ご意見につきまして
は、今後の参考にさせていただきます。
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【編集後記】

今年度、後見つぼみはWAM助成事業に取り組んでいます。次号発行は2月10日です。（須田）


